
Ⅱ 使用済自動車を引渡時の
画面イメージ
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・メインメニュー画面において「引取業者の引取報告以外の移動報告実務」をクリックしてください。
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１，詳細メニュー画面において「１ 引渡報告の実施」をクリックしてください。
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１，電子マニフェストシステム引取業者用の事業所コード、パスワードを入力します。
＊練習用システムでは、事業所コード：「２２２０２２２０２２２０」と入力していただきます。
２，ログインボタンをクリックしてください。
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・フロン類回収業者への引渡報告を行うメニューを選択します。

１，「１．１引渡報告」ボタンをクリックしてください。
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・使用済自動車を引き渡すフロン類回収業者を指定します。

１，フロン類回収業者の事業所コードを入力します。
※練習用システムでは、フロン類回収業者の事業所コード：「３３３０３３３０３３３０」と入力していただきます。
２，「事業者情報表示」ボタンをクリックします。
※フロン類回収業者の詳細情報が表示されますので、誤りが無いか確認します。
３，右下の「対象車台選択へ」ボタンをクリックしてください。
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・フロン類回収業者へ引き渡した車台を選択・確定します。

１，「自社運搬、又は引渡先運搬」と「運搬委託」のいずれかを選択しチェックします。
２，「引渡報告対象選択」欄をチェックしてください。
３，「引渡先確定」ボタンをクリックしてください。
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・引渡先のフロン類回収業者、引き渡した車台を再度確認し、情報管理センターへ報告します。

１，「センターへ報告」ボタンをクリックしてください。
２，右記メッセージが出ますので、「ＯＫ」ボタンをクリックしてください。
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４１

・報告完了画面が表示され、情報管理センターへの引渡報告が完了します。


